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　2021年度の大学評価委員会経営部会による評価結果をいただい
た。今年度は①コロナ禍およびアフターコロナを見据えた「学びの
質」向上について、②ブランディング活動への取り組みについて、
の2項目について評価をお願いした。①をテーマとして取りあげた
ことは説明を要しないだろう。2020年春に応急対応として始まっ
たコロナ禍への対応は、大学全体のレベルでも、個々の教職員学生
の活動レベルでも、走りながら考え、状況の変化にその都度対応し
ていくことの積み重ねだった。それが2年度目に入っているいま、
あらためて客観的な視点から評価をいただけたことは大変貴重な振
り返りの機会となった。
　オンライン授業に関するアンケートなどを行って改善を図りつつ
展開してきた教育活動の取り組みについて一定の評価をいただい
た。しかし、「走りながらの自己点検」であるがゆえの、経年的な
評価分析を行うためのデータが途切れてしまった面があること、振

り返りの結果を全学に周知・共有
するFD活動はもっと展開する必
要があるのではないか等、今後に
活かしていく必要のあるご指摘を
いただいた。
　②のブランディング活動につい
ては、教職員・学生の参加するボ
トムアップのプロセスによってブ
ランドの概念を明確にしていく作
業に始まり、その後展開し続けて
来た内容について、持続性と広がりにおいて高く評価できるとの総
評をいただいた。しかし、キーワードである「実践知」についての理
解を深めるための方策については、まだまだ展開の余地があるので
はないかという指摘をいただいた。なかでも、現在重点的に取り組ま
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れている、個別的な活動をクローズアップする方法に加えて、今後
はそれを体系化して示していくような取り組みが必要ではないかと
の指摘は、とくに納得のいくものであった。例えば「法政大学実践
知叢書」のようなシリーズによる発信を勧めたいというご提案は魅
力的だ。内容の性質上、すぐに実現するというよりも、あらためて企
画を練り上げるところから一定の時間をかける必要のあることだ
が、それに取り組むこと自体が、ブランディング活動のレベルアッ
プにつながるであろうことが想像できる。具体的に検討を進めたい。
　なお、今回の評価に当たっては、評価プロセスと、評価資料につ

いて改善を求めるご指摘もいただいた。外部評価は、内部における
自己評価の結果を提示して、それに対する評価としてお願いするこ
とが一般的で、たとえば認証評価の受審などもそのように行われる。
しかし今回の評価に当たっては、特に①についてはまだ走りながら
考えている渦中のことがらであり、生データをお渡ししてそれで評
価をお願いするような形とならざるを得なかった。負担の多いその
ような方法での評価を担っていただいた評価委員の先生方にあらた
めて感謝申し上げるとともに、今後の外部評価のプロセスについて
も再検討をしていきたい。

2021年度大学評価報告書（経営部門）が 
確定しました

　大学評価委員会経営部会大学評価グループ（外部学識経験者4名で構成）は、2つの評価項目について、書面並びに総長をはじ
めとする役員等とのインタビュー終了時（2021年11月11日）までに得られた情報に基づき評価を行いました。
　評価結果は大学評価報告書として取りまとめられ、大学評価委員会での審議・承認を経て、常務理事会をはじめ各種会議体で報
告されました。
　今回は、同報告書の全文を以下に掲載します（あわせて大学評価室ホームページにも掲載しています）。

1．評価対象事項
　評価の対象とした事項は、以下の通りである。
（1）評価項目
　①�コロナ禍およびアフターコロナを見据えた「学びの質」向上に
ついて

　②ブランディング活動への取り組みについて
　　＊�インナーブランディングとアウターブランディング（法政フ

ロネシス）を踏まえて

2．評価の方法と手順
　評価は、昨年度と同様、関連資料と役員ヒアリングをもとに得ら
れた情報をもとに行った。
　具体的には、大学評価室から提供された諸資料をもとに、各評価
者が所見（案）をまとめ、ヒアリングにおいて確認すべき事項を質
問項目として、貴学に事前提出するとともに、各所見（案）を評価
者間で共有し、主な論点について評価者相互の意思疎通を図った。
その上で、総長をはじめとした役員等とのヒアリングを実施し、そ
の結果をもとに、追加提出資料を含めた関係書類を再確認した上で、
最終的な所見をまとめた。

3．評価者
法政大学大学評価委員会　経営部会大学評価グループ委員
羽田貴史　主査（�広島大学名誉教授、東北大学名誉教授、広島大学

高等教育研究開発センター客員教授、公正研究推
進協会（APRIN）評議員）

出石　稔　委員（�関東学院大学副学長・法学部教授（地域創生学科
長））

井上史子　委員（帝京大学高等教育開発センター長・教授）
工藤　潤　委員（公益財団法人大学基準協会事務局長）

4．関連資料等一覧
資料1：� 教育開発・学習支援センターの概要
資料2：� 学部長会議資料（オンライン授業関連）
資料3：� 学習環境改善検討委員会議事録
資料4：� キャンパス運用
資料5：� オンライン授業実施に向けた教員サポート
資料6：� 学習支援システムマニュアル等
資料7：� Google�Drive関連
資料8：� FD教員研修（教授会向け）
資料9：� FD教員セミナー
資料10：� 授業の質向上
資料11：� HOSEI2020オンライン授業ニュース
資料12：� 悩める教員のためのオンライン授業
資料13：� オンライン授業に関する学生対象アンケート
資料14：� ブランディング戦略会議最終報告
資料15：� ブランディング推進チーム
資料16：� 法政大学ブランド・マネジメントBOOK
資料17：� 法政ブランディングNEWS
資料18：� 自由を生き抜く実践知大賞
資料19：� ブランディング・ワークショップ開催について
資料20：� 研修一覧
資料21：� 実践知情熱ラボ
資料22：� �ブランディング推進チーム�アクションプラン・ロード

マップ
資料23：� �「これまでのブランディング活動」の効果検証に関する

アンケート結果
資料24：� 法政大学ブランディング事業報告書（2014～2020）
追加資料：��2020年度課題解決型フィールドワークfor�SDGs（機構

公募型）の結果について（報告）
追加資料：��Withコロナ時代の教育を考えるワーキング中間報告に

ついて（報告）
追加資料：��2020年度秋学期オンライン授業に関する学生対象調査

集計結果報告書について（報告）
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追加資料：�2019年度春学期GPCA集計結果（報告）
追加資料：�2019年度秋学期GPCA集計結果（報告）
追加資料：�2020年度春学期GPCA集計結果（報告）
追加資料：�2020年度秋学期GPCA集計結果（報告）
追加資料：��HOSEI2030NEWS特別号（20210329）中間評価ルー

ブリック案（ブランディング推進）

5．役員等ヒアリング参加者
廣瀬克哉総長
小秋元段常務理事、佐野哲常務理事、奥山利幸常務理事、小澤雄司
常務理事
金井敦常務理事、和仁達郎常務理事、Diana�Khor常務理事、岩崎
晋也常務理事
平山喜雄常務理事
川上忠重大学評価室長、西田幸介総長室長
星崎亨子財務統括本部長、菊池克仁教育支援統括本部長、細田泰博
学生支援統括本部長
生田眞敏学術支援統括本部長、蛸島慎一郎総長室部長
ヒアリング実施日：2021年11月11日

6．評価結果
（1）全体としての所見
　評価委員は、「コロナ禍およびアフターコロナを見据えた「学び
の質」向上について」および「ブランディング活動への取り組みに
ついて　インナーブランディングとアウターブランディング（法政
フロネシス）を踏まえて」の項目に対し、法政大学の先進的かつ意
欲的な取り組みが進められていることを一致して高く評価した。具
体的には、各委員の所見を参照されたい。同時にこの2つの項目は、
研究評価のようにある程度方法論が確定した業績評価と異なり、
PDCAサイクルをどう構築するか自体が探索的にならざるを得な
い。特に評価項目2は、他大学の参照できる事例があまり見られず、
評価委員も十分な知見を有しているわけではない。自己点検・評価
は形成的評価の性格を持っているので、各委員とも提言的性質を持
つ所見を提示しており、活用していただくことを期待する。
　また、特に、評価を行う上での資料について申し述べたい。法政
大学が、大学経営に積極果敢に取り組まれていることは、これまで
の評価で十二分に理解しており、このことは取り組み成果として提
出いただいている膨大なエビデンス資料にも表れている。
　しかし、評価する立場としては、マニュアルを含む膨大な資料を
検証して評価することには相当な困難がある。特に、提出された資
料の多くは、生データであり、これらの生データを分析して一定の
見解を導き出すことはなおさらである。外部者による大学評価は、
大学内部でデータに基づく評価がまず行われ、その評価に対するメ
タ評価が基本であると考える。現実にも膨大な資料を、つぶさに検
証することは困難で、かえって雑な点検になってしまう恐れすら危
惧する。
　具体的には、生データの提出は評価委員の求めに応じるなど、必
要に応じて行うこと、各種のアンケートや調査については、その結
果に対する評価を明確にした資料を作成すること、全体として資料
の精選化を図ることを求めたい。

（2）各委員の所見

評価項目1  
「 コロナ禍およびアフターコロナを見据えた
「学びの質」向上について」
　昨年度評価した通り、オンライン授業ニュースによる定期的な情
報発信、教員への支援など包括的であり、コロナ下での授業の在り
方を模索する方策は高く評価できる。2年目の半ばを過ぎ、各種の
アンケートでも、全体としては、大きな破綻なく授業が実施されて
いることが推定できる。しかし、全体としての進捗状況は、個々の
プログラムや科目がスムーズに対応していることを意味しない。評
価資料を瞥見する限りでも、いくつかさらに掘り下げるべき点があ
り、教育開発・学習支援センター等で分析・検討し、改善プロセス
に反映することを求めたい。
　（1）学習成果は最終的には成績評価として測定されるので、
GPCAが2019-2020にかけて上昇していることは、対応策が成果
を上げていることを示すと判断できるが、詳細に検討すると疑問な
点もある。2019-2020（春学期）において、ERP�GPCAが2.90か
ら3.46に上昇しているのは、あまりに大きすぎる。集計表では、S
評価が倍増している結果であり、兼任教員担当であるが、評価基準
は一貫しているのか懸念がある。
　（2）GPCAのようなデータは、経年比較が重要であり、上記の
傾向も、2018-2019で低下したのちに上昇したのか、持続的に上
昇しているかによっては評価が分かれる。一般的に、調査で得られ
た数値それ自体は何を意味するものではなく、経年データとして積
み上げたり、プログラム間を比較したりして意味が分かり、評価が
可能になる。そのためには一貫性が重要であり、たとえば、2020
年7月23日付「オンライン授業に関する学生対象調査」（通し頁165
以下）では、オンライン授業のメリットが特になし30％、デメリッ
トとして、講義の理解が難しいが38％に達しており、大きな課題
であったが、2021年度には、この項目がなくなり、改善の有無を
検証できなかった。持続的に測定するコアとなる指標を明確にし、
5年単位で観察・評価するような設計にすべきである。
　（3）2019-2020年度の調査結果の比較は、対象となる学生集団
が異なる。学年別のクロス集計を経年的に行うことで学年進行に伴
う変化を把握するなどパネルデータの構築も行うべきである。この
点は、2020年度の評価でも指摘したところである。
　（4）教職員や学生集団との共有と、改善へのサイクルは今一つ明
確ではなく、FDにしても全学部・研究科では実施されていないよ
うである。コロナ禍で対面が難しいという事情もあろうが、ポイン
トを押さえた15分程度の動画を作成・配信し、オンデマンドで使
えるようにするのも一つの方法だろう。オンライン授業がこれだけ
工夫されて展開しているのだから、FD活動にもオンラインの利点
を活用されることを期待したい。

（羽田　貴史）

　昨年度の評価所見でも述べたが、貴学のこれまでのコロナ対策に
ついては、高く評価できる。加えて、コロナ禍、アフターコロナに
かかわらず、「大学憲章」に従った一貫した取り組みを教育開発・
学習支援センターと各学部が連携し推進していることは、「学びの
質」向上に大いに資するものと拝察する。
　一方、アフターコロナは、ただ単に新型コロナウィルス感染症の
まん延防止前に戻すものではなく、コロナ禍を奇貨として、コロナ
前では意識・実態ともにできなかった事象に取り組んでいくことが
肝要である。DXはまさにその最たるものであろう。
　このような視点から、以下に2点の意見を申し上げる。
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（1）対面授業を主とする対応
　貴学では、教員の対面忌避の流れを打破し、学生の学習意欲の観
点から対面を主とする授業（7割対面）を実現しようとする点は理
解できる。ただし、対面授業においても、個々の教員の判断でオン
ライン履修する学生も存在するとのことである。この点、公正な成
績評価が必要となると考えられるが、実態を十分に把握していない
由なので、全学的に（あるいは学部内で）一定の運用を定めたほう
が良いのではないか。
（2）ハイフレックスの推進
　授業において対面とオンラインをどう組み合わせていくかなどを
中心に、ベストミックス・ベストプラクティスの共有がコロナ前よ
り進んだとの状況を伺ったが、大変望ましい展開と考える。国内留
学や社会人向けの授業についてフルオンラインが実現できたことも
評価したい。
　そこで、今後は、科目単位の授業の形態についての対応のみなら
ず、例えば、一歩踏み込んで反転授業などへの応用を図ってはどう
だろうか。この点は、現状対応で手一杯との回答を得たところであ
り、貴学に限らず現段階はやむを得ないことと思われる。しかし、
前述のとおりアフターコロナを見据えるなかで、学習効果の観点か
らより望ましい対応が求められる。中期的な取り組みとして検討し
ていただければと考える。

（出石　稔）

　「学びの質」という概念は多義的・多元的であり、一言でそれを
言い表すような普遍的な定義を見つけることは難しい。例えば、中
教審答申『我が国の高等教育の将来像』（2005）では、保証される
べき高等教育の質を、「教育課程の内容・水準、学生の質、教員の質、
研究者の質、教育・研究環境の整備状況、管理運営方式等の総体を
指すもの」としており、教育の質を構成する多様な要因や観点を挙
げるに留まっている。
　今回、法政大学として学生の「学びの質」をどのように捉えられ
ているかについてお尋ねしたところ、2016年に制定された法政大
学憲章「自由を生き抜く実践知」を柱に、「健全な批判精神をもち、
社会の課題解決につながる『実践知』を創出しつづけ、世界のどこ
でも生き抜く力を有する市民を輩出してきたのが法政大学であり、
法政大学に学んだ学生がこのような力を身につけられることを教育
の基準に据えて物事を考える」との回答をいただいた。
　そのために「専門を深め、専門を超える学び」「多様な現場に飛
び出す学び」「多様性に磨かれ、ダイバーシティを実現する学び」
という3つのキーワードを定めるとともに、そのような学びを実現
させる取り組みとして学部横断型プログラムや課題解決型フィール
ドワーク等をコロナ禍においても開設・推進されていること、さら
にはそれらを展開するにあたり教員への教育活動支援と学生の主体
的学習支援の両面より支える組織として教育開発・学習支援セン
ターが設置され、その活動が学部長会議や学部教授会においても共
有されていることなどについても説明をいただいたところである。
　また、後述するブランディング活動の一環として法政大学憲章
「自由を生き抜く実践知」に対する共通認識が学内で構築されつつ
あることも、大学憲章を柱とした学びを進める上で教職員や学生の
認識の方向性を整えることに貢献しているように思われる。廣瀬総
長より「実践知はむしろ実学として一般的には認識されない領域の
基礎力によって裏付けられるもの」であるとのお話もいただいた
が、このように大学のトップが教学に関する明確なビジョンや認識
を示し、それに沿うような活動を後押しする姿勢を積極的に示すこ
とで、現場の教職員は自信をもって教育活動に取り組むことができ、
それがまた学生の卓越した学びを生み出すという好循環に繋がって

いると推察される。現時点では、「実践知」に関する共通認識を教
員と学生双方に広める途上にあるとのことだが期待を持って今後の
進捗を注視したい。
　なお、コロナ禍において、これまでの対面授業を補完するといっ
た位置付けから一躍主役に躍り出た感のあるオンライン授業である
が、そのメリット・デメリットや効果的な実施形態等についてはこ
の間に多くの大学で検証されてきている。法政大学においても学生
調査やオンライン授業に関するアンケート等が計画的に実施され、
その分析結果が学内に周知されていることは評価できる。今後は収
集した情報と経験から得られた知見を活かし、対面とオンラインを
効果的に融合させた新たな授業スタイルを提案していけるかが、法
政大学における「学びの質」をさらに深化させる鍵となるであろう。

（井上　史子）

　法政大学は、コロナ禍のなか、2019年度に教育開発支援機構の
もとに設置された教育開発・学習支援センターが中心となってオン
ライン教育の円滑な推進のための支援に取り組んできた。このセン
ターには、「学習サポートユニット」「教育サポートユニット」「デー
タ活用推進ユニット」の3つのユニットを設置し、教育・学習のサ
ポートはもとより、FDとも連動した活動を行っている。こうした
活動状況は、随時、学部長会議や教授会等に報告され共有されてい
る。オンライン授業に関する学生対象アンケートを春学期および秋
学期にそれぞれ実施し、学生の学習状況を把握し課題を洗い出し、
学内での共有を図っている。また、教育開発・学習支援センターと
連携をとっている学習環境改善検討委員会においては、オンライン
授業などの多様な授業形態における課題、学習環境に係る課題等の
整理を試みている。
　こうした取り組みにより、学習に関する課題認識が共有され、早
急に改善が必要とされる事柄については改善が図られており、法政
大学の内部質保証システムが有効に機能していると評価できる。上
記学生のアンケートの自由記述を見ると、否定的な意見も散見され、
例えば、オンライン授業の方法等において、教員によりばらつきが
見られ、授業の質に問題があるとの指摘も見受けられる。このこと
は、必ずしも法政大学に限った問題ではなく、先般、大学基準協会
が公表した「効果的オンライン教育のあり方と評価基準・視点に関
する調査報告書」（全国の大学に対するアンケート調査、回答率
58％）（※1）においても、オンライン授業の実施における課題とし
て「教員個人の努力や能力にばらつきがあり、対面式授業と同等の
質が保たれているか不安である。」という大学側からの回答が見ら
れ、比較的高い数値を示していた。法政大学においては、こうした
問題に対して、FDなどを通じて授業の質的向上に向けてさらなる
改善に取り組むことが望まれる。
　他方、法政大学においては、学部横断型の学びとして、「SDGs
＋（プラス）プログラム」「グローバルオープン科目」「サーティフィ
ケートプログラム」などを用意し、多様な学びの機会を提供してい
る。また、学びの成果として、一定の要件を満たした学生がサーティ
フィケートを取得できる制度としており、学生の学びの機会の提供、
学びの経験が充実されており、高く評価したい。なお、こうした学
びが、大学憲章「自由を生き抜く実践知」とどう関連づけられるの
かについて、学生に明示していくことが求められる。
　国の政策として、「学修者本位の教育の実現」を目指しており、
これは、教員の一方的な教育を改善し、学生の立場に立った学習の
あり方にも配慮すべきことを指摘したものと思料する。教育の内
容・方法は、教育目的などに基づき学術的、専門的な観点から、教
員集団により構成されるが、教育改善の検討は、教育プログラムを
通じて学生は何をどのように学んでいるかという点が確認され、教
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員間の共通理解のもと組織的に行われる必要がある。こうした観点
に立って、学生の学びの質の向上を図るためには、①学びの機会の
提供、②学びの経験、③学習成果の可視化、④学びの質の向上のた
めの取り組みというプロセスが体系的に構成される必要があるので
はないか。
　法政大学は、学生の学びの質の向上に向けた取り組みが組織的に
展開され適切な水準にあるものと評価できるが、更なる質的向上を
目指して一層の努力を期待したい。
※1　�「効果的オンライン教育のあり方と評価基準・視点に関する調

査報告書」大学基準協会大学評価研究所、令和3年9月。
　　（�https://www.juaa.or.jp/common/docs/research/lab_

online_report_01.pdf）
（工藤　潤）

評価項目2  
「 ブランディング活動への取り組みについて 

＊インナーブランディングとアウターブラ
ンディング（法政フロネシス）を踏まえて」
　教職員・学生が参加するプロセスで、ボトムアップによってブラ
ンドの概念を明確にし、社会的な評価・期待に対して自分たちの強
みに基づいて提供する約束としてブランドコンセプトを定義し、ブ
ランディング戦略会議の検討など、多大なエネルギーを投下し、法
政大学憲章の制定に結び付ける活動は、持続性と広がりにおいて高
く評価できる。
　（1）大学のブランドは、研究と教育を通じて高い価値を生み出す
ことを社会が認知することで形成されるものであり、長い時間をか
けて生成される。①ブランドをどう発掘して定式化するか（アメリ
カの社会学者バートン・クラークは、どの大学にも「神話」がある
とする）、②作り出されてきたブランドをどう共有するか、③新た
なブランドをどう創造していくか、という3つの課題が同時に存在
する。法政大学の取り組みは、②と③に力点があるように見受けら
れるが、その場合でも、法政大学自身が何をしてきたのか、これか
ら何をするのかというスタンスがまず初発であろう。
　（2）大学と社会との関係は、二項対立的ではないが、外部から寄
せられる期待は、既に存在するブランドイメージを前提にするもの
であるから、受動的にならざるを得ない。ブランドコンセプトの定
義の仕方は、法政大学に対する社会的な期待の抽出からスタートし、
それに対応する大学側の取り組みがあるような印象を受けるが、初
発はあくまでも大学であるべきである。
　例えば、法政大学において社会学・経済学などで日本の先駆的な
研究として生み出され、大原社会問題研究所のように社会運動史の
史料宝庫でもある創造的知が、ブランドイメージとしてあまり活か
されていないように見える。人文・社会科学に止まらず、法政大学
の各分野で行われている研究や教育は、社会的な課題を解決し、人
類に貢献する意義を持っているのに、それが具体的に大学文化の中
に生かされていないように見える。また、教員の側も自分の所属組
織の研究分野で法政大学の位置を理解していても、他分野のことは
知らないのではないか。この点を克服する取り組みが必要ではない
かと思われる。
　（3）例えば、「法政大学の知」と題する研究紹介のブックレット
シリーズや、HPでのデジタルパンフ、あるいはYoutubeでの配信は、
学外にも法政大学を知る機会を与える。現状では、そうした情報は、
法政大学のHPからタブ「法政大学で学びたい方へ」をクリックす
ると学部・研究科へ誘導され、各学部のHPに記載されており、トー
タルに「法政大学の知」が提示されず、細分化した形態でしか示さ

れない。見せ方は、見せる側がどう概念を身体化しているかという
結果でもある。定式化と発信についての斬新な工夫に期待したい。
　（4）「社会の課題解決につながる『実践知』」は重要な概念である
が、学生の自由記述に見られるように、「実用知」と混同される文
化的基盤が日本にある。日本の近代化以来導入されてきた学問は、
実用知が優先され、その文化の中で育ってきた教員自身が「実用知」
と「実践知」を混同しやすい環境にある。学生の学習の導き手であ
る教員が、「実践知」の概念を深く理解することが何よりも重要だ
が、資料23のアンケート結果は、院生・教員ともに回答率が低く、
教員ですら、「実践知」を説明できるのは20％に満たないという現
状をどう変えていくかが重要である。
　また、学問の構造的把握は、理論的な課題でもあり、真理探究の
学問（好奇心を駆動力として世界を認識し、再構成する知的活動）
と社会的課題を解決する学問（使命感を駆動力として知を活用し、
有用な価値を生み出す知的活動）とは異なるものであり、日本学術
会議学術会議運営審議会附置新しい学術体系員会「新しい学術の体
系―社会のための学術と文理の融合―」（2003年）は、「認識科学」
「設計科学」というカテゴリーを提唱している。
　「実践知」を既存の学問研究体系や分野との関係でどう位置付け
るかという分析や理論化がないと、スローガンに止まり、「実用知」
と混同されて、「役に立たない学問」を軽視するムードを醸成しか
ねない。
　この点を克服し、新たな知を創造するような取り組みを期待した
い。例えば、アメリカ大学のリベラル・アーツの歴史から参考にな
るのは、人類の知的遺産を継承する古典を学士課程の学習の柱にす
るグレート・ブックス（古典のリスト化）であり、法政大学の「実
践知」概念を理解するためのブックリストを全学的な英知で作成し
（学生の参加もありうる）、それを全学的に共有することも有効であ
ろう。現状では、一部の学部・研究科で、それぞれの細分化された
専門分野の推奨図書リストがあるだけのように思われる。
　より重要なのは、法政大学の教員自身が、それぞれの分野におけ
る「実践知」とは何か、どのように探求していくか、どうそれを学
生に伝えるかという見通しを持つことではないだろうか。「知」は
言語によって伝達可能になるように組織化・体系化されるもの
（ディシプリン）と、それを身体化して使いこなすもの（スキル）
とがある。学生は、社会的現実から離れて知の体系を学ぶ存在であ
り、実践知を身体化するのは、卒業後も社会的経験の中である。し
たがって、座学だけでなくサービスラーニングや実験・実習・調査
などの経験を積むことは重要ではあるが、在学中に実践知がどれだ
け身体化されたかを性急に評価することは効果的とは思われない。
　むしろ、教員集団が「実践知」を体系化することである。「実践知」
とは、個別分野の専門性の延長にではなく、人文学・社会科学・自
然科学を統合的に把握することが前提になるから、学問横断的・統
合的なものであるともいえる。「研究／社会の課題解決につながる
実践知�一覧」は、重要ではあるが、個別ケースだけなので、概念
的理解が難しく、「実用知」との峻別がはっきりしない。大学教育
の現場に落とし込むためには、事例だけでなく、体系化が不可欠で
あり、そのために、「法政大学実践知叢書」のようなシリーズの創
設と発信を勧めたい。法政大学は、伝統ある出版局を持っており、
こうした出版も可能であろう。他大学の例として、総合科学を目指
して設置された広島大学総合科学部は、叢書インテグラーレ（全
16巻）を出版し、斯界にも貢献している。学術成果を基盤にした
教育と社会連携によってブランドを高める方策をぜひ進めていただ
きたい。

（羽田　貴史）
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　2014年度以来、継続的にブランディング事業に取り組まれてい
ることは、貴学の大学憲章に通ずる生命線とも言え、高く評価でき
る。また、このたび「法政大学ブランディング事業報告書」が発刊
されたことについても、大学挙げての活動の一貫性が強く感じられ、
敬意を表したい。
　以下、2点意見を申し上げたい。
1　ブランディングの実態
　自由を生き抜く実践知への教育・研究の取り組みを推進するに当
たり、学外で活躍する教員が足を引っ張られないようにする、逆に
言えば、大学側がこうした教員に関心を抱いてくれないことを問題
として捉え、これを打破するために表彰（祝賀会）や情報の共有化
に取り組んでいることは、ブランディングを実態として支えるもの
として高く評価されるべきと考える。
　ただし、一方で大学教員は、教育、研究とともに学内行政の3つ
の柱を担うことが求められる。学外で活躍する教員を評価すること
に異論はないが、教員のこれらの役割を適切に果たしていくことも
必要である。教員個々の個性・特性があるので難しい問題だが、適
切（公正）な教員のエフォート率を設定することが肝要と考える。
2　ブランディング活動の効果検証
　ブランディング活動について、例えば貴学の社会的認知度がどの
程度高まったかなどの検証ができないかといった意見を昨年度も申
し上げた。その際は、アンケートを取るなどの検証では必ずしもブ
ランディングの効果を測る指標となりえないことや検証の効果自体
も定かでない旨の回答を受けたところである。この点は理解できる
が、やはり何らかの検証をすべきではないか考える。そこで、今回
も総長に質したところである。
　その回答として、「本学の弱いところを認識する必要がある」と
のご認識から、定量的評価は難しいものの、ルーブリックとして
「HOSEI2030　中間評価ルーブリック案（ブランディング推進）」
を定め、これに基づき評価していることが確認できた【2021年3月
29日発行　HOSEI2030NEWS特別号抜粋】。この点は、評価に値
するものとして特筆したい。

（出石　稔）

　法政大学におけるブランディング活動は「日本有数の私立大学で
ありながら必ずしもその実力や個性が社会において正しく評価され
ていないのではないか」といった問題意識をもとに開始されてい
る。そのプロセスは、入試・入学者動向に関するデータや卒業生・
大学史に関するデータなど大学の基礎資料の分析および学内キー
パーソンと有力OBOGへのインタビュー調査など大学の現状を丁
寧に把握した上で、ブランディング戦略会議においてブランド提供
価値（ブランドコンセプト）としての法政大学憲章「自由を生き抜
く実践知」を規定し、それを様々な方策で学内外に周知・浸透させ
ていくといった流れとなっている。2016年度からはアクションプ
ランに基づいてインナーブランディングとアウターブランディング
の両面から様々な活動が展開されているが、中でも特筆すべきは、
法政大学憲章を体現するような教育・研究活動を顕彰し、広く共�
有・発信する「自由を生き抜く実践知大賞」の創設であろう。これ
には教員部門、職員部門、学生部門の3部門が置かれ、2017年度の
募集開始以来、学生の課外活動や教員の教育研究活動を中心に多く
の応募がされているとのことである。これにより、これまで学内で
培われてきた活動にスポットライトを当てるとともに、ブランドコ

ンセプトである法政大学憲章に関する認識を学内外に拡げることに
も貢献することが期待される。上記のようなステップは企業等で用
いられる「変革のためのプロセス」にも見られるものであり、最終
的には変革（change）を組織文化としていかに定着させていくか
が目標となる。
　2020年度に行われたこれまでのブランディング活動を振り返るた
めのアンケート調査やブランディングのアクションプラン（HOSEI�
2030）に関する中間評価の結果からは、学生や教員への周知が今
一つ進んでいない様子も窺えるが、コロナ禍においても学生による
実践知大賞へのエントリーが増加するなど明るい材料も見えてきて
いることから、今後の法政大学におけるブランディング活動のさら
なる展開に期待したい。

（井上　史子）

　法政大学は、社会の各方面で卒業生は活躍しているものの、大学
の実力や個性が必ずしも社会から正しく評価されているとは言えな
いとの問題意識から、大学憲章「自由を生き抜く実践知」を制定し、
この大学憲章とこれに続くミッション、ビジョンを具現化するため
にこれまで様々なブランディング活動を展開している。具体的には、
法政大学が持っている潜在的な力を掘り起こす作業を通じて、法政
大学のブランドをあらためて確立しようとするもので、インナーブ
ランディングとアウターブランディングに分けて、2030年までの
アクションプラン・ロードマップを作成して活動を展開している。
特に、法政大学の提供価値を教職員や学生に周知することが極めて
重要であるとの認識から、インナーブランディングとして、ブラン
ド・マネジメントBOOKの発行、ブランディングNEWSの発行、
ブランディング・ワークショップの開催、研修等の様々な場面で憲
章説明などを行ってきた。
　しかしながら、2020年度に実施した学部生、大学院生、専任教
職員、卒業生に対して行ったアンケート調査結果では、特に、学部
学生、大学院生および卒業生においては、法政大学憲章「自由を生
き抜く実践知」の内容まで知っていると回答した者は必ずしも多く
なかった。また、「自由を生き抜く実践知大賞」などのブランディ
ング活動についても学生には十分浸透していないことも明らかに
なった。このアンケートは、すべての学生、教職員に対して行った
ものであるが、アンケートの有効回答数が1000件強に止まってい
ることも、ブランディング活動の充実に向けてさらなる努力が必要
であることを示唆している。学生が在学中や卒業後も「ブランディ
ング・サポーター」として活躍することが、ブランディング提供価
値を高めていくことにつながるものと考えれば、学生に対する周知
活動をより一層徹底していくことが必要である。
　また、大学の主要な機能である教育・研究を通じて、ブランド価
値を高めていくことは極めて重要なことであり、それが実現されれ
ば法政大学の提供価値は揺るぎないものになっていく。そのために
は、法政大学らしさが表現されている「自由を生き抜く実践知」を、
学生に対して具体的に身につけさせていくことが必要であり、それ
は地道な努力でしか実現できないものと思料する。
　併せて、「自由を生き抜く実践知」の具現化に向けた取り組み（自
由を生き抜く実践知大賞など）を一層充実・発展させていくことを
期待する。

（工藤　潤）
以　上
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シリーズ対談「学修成果の保証を見据えた自己点検・評価について」（第2回）
文学部の内部質保証体制と今後を見据えた取り組みについて

川上忠重［大学評価室長］  ×  安東祐希［文学部長］

　学修成果の保証を見据えた自己点検・評価について、対談形式でお伝えするシリーズ。今回は、文学部長の安東祐希教授にお話をお伺い
しました。

＜文学部における学修成果の測定について＞
川上：文学部では、学生の学修成果に
ついて、アドミッション・ポリシー、カ
リキュラム・ポリシー、ディプロマ・
ポリシーに照らして、アセスメント・
ポリシーに記されている5つの検証を
骨子とし、さらに教養教育段階におい
ては、客観テスト等も用いながら測定
されています。文学部の特色ある「教
育の質」向上への取り組みと各種検証
による具体的な成果について教えてく
ださい。
安東：卒業論文を必修としていること

が文学部の特徴の1つです。新入生に対して、文学部での学修の目
標は4年間で卒業論文をまとめることだと説明しています。ただ、
それを目標にしても、準備なしに取り組むことはできません。1年
次から2年次、3年次と段階を踏みながら積み上げてゆくことにな
ります。そして、4年間全体を通して何ができるようになったのか、
何を身につけたか、学生自身にも教員にもわかるもの、それが卒業
論文であり、文学部における学修成果保証の柱であるといえます。

＜コロナ禍における取り組みについて＞
川上：ありがとうございます。2つ目として学部では、学生支援の
中期目標として、「成績不振学生、外国人留学生、体育会学生等へ
の個別指導を丁寧に行う」ことが掲げられています。これは本学の
みならず、多くの高等教育機関において、対応の重要性が指摘され
ている部分の1つです。コロナ禍においては対応が厳しい面もあっ
たと思いますが、学部・学科として行った体制づくりや内容をご紹
介ください。
安東：コロナ禍では対面授業が少なく、特に今の2年生が1年生だっ
た昨年の春学期は非常に少なかったので、学生と大学とのつながり
を持つことに対して困難を感じざるを得ませんでした。ただし、文
学部は学部全体の規模が大きいわりには被害を抑えられたほうなの
ではないかと思います。学生支援も授業と同様、学科別に、すなわ
ち少人数単位で行われることが多いからです。6学科に分かれると
普段から学生の顔が見えると言いますか、教員間で話し合っていて
も、顔と名前が一致する学生も珍しくはありません。成績不振学生
等についても、それぞれの学科の教員が対応することになっていて、
互いに見知った間柄で面談できる可能性が高くなります。
　授業に関しても、学科単位では学生数が比較的少ないことが良い
方向に働きました。感染状況が落ち着いている時期は、対面で行え
る授業を増やせたのです。一番落ち着いている時には殆どの授業を
対面でできた学科もあります。そういった面では、コロナの影響が
他の同規模学部に比べると少なく済んだのではないかと思います。
昨年度の秋学期、初めての来校に1年生がとても喜んでいた場面に
接して、やはり大学はキャンパスで直接人と会うのが本来の姿だと
実感した教員もおりました。

＜FD研修会等の取り組みについて＞
川上：ありがとうございます。
　では次に、文学部では教授会および
各学科においてFD研修会・ミーティ
ングを独自に行っており、オンライン
という新しい授業形態における各種
ツールの活用やそれに基づく授業手法
について、学科など共同での取り組み
や工夫が促されたとお聞きしました。
具体的なFD研修会・ミーティングへ
の取り組み内容および文学部全体もし
くは、各学科でのオンライン授業等で
の工夫についてお聞かせください。
安東：FD研修会やミーティング等の取り組みは、学部全体では教授
会の場での研修会を中心に行っています。教授会の途中で時間をと
り、学内外の方に講演をお願いし、続けて質疑応答となります。各
学科の中では、例えば基礎ゼミに関していうと、これは必修ではな
いものの履修が推奨される科目ですが、担当する複数の教員間、さ
らには学科全体で運営について話し合っています。また、コロナ禍
におけるオンラインの導入に関しては、やはり最初は右往左往しま
したが、今年度に入ると慣れてきたこともあって、感染状況等には
関係なくオンライン授業の特性を生かした授業というのはどういう
形があるのか、などの話が学部でも学科でも進むようになりました。
　ところで、授業は各学科で主催するものが多いのですが、学部全
体の共通科目というのも以前から開講しています。その中に「文学
部生のキャリア形成」と「現代のコモンセンス」という授業科目が
あります。「文学部生のキャリア形成」は様々な分野で活躍してい
る文学部卒業生を講師としてお招きし、現在の活躍に学生時代の学
びがどのように結び付いているか、といった話をしていただいてお
り、学生にも人気がある授業です。こちらは感染終息後もオンライ
ンを続ける予定です。元々は教室で行っていたので主に東京圏の方
しか講師としてお呼び出来なかったのですが、出来れば近い将来、
オンライン授業ならではの利点を生かして海外で活躍されている卒
業生も含めて外部講師をお招きしたいと考えています。また「現代
のコモンセンス」ですが、文学部は基礎学問の部分も多く、そう�
いった学問が好きで没頭することもそれはそれで素晴らしいことで
あるものの、今後卒業して社会に出た時のことを考えると、学問だ
けではなく一社会人としての常識は身に付けておくことが求められ
るわけです。そのため、現代の社会人として必要な就業力を身につ
けることを目標に、この科目を開いています。そこでは、社会常識
を、単なる立ち振る舞いにとどまらず、哲学や倫理学を基礎にして
捉え直しています。

＜学部における質保証委員会の位置づけについて＞
川上：ありがとうございました。本学においても「第4期認証評価」
では、大学の今後の在り方の本質の部分の話も出てくると思います。
　それに向けてコロナ禍の有無を問わず、「教育の質」向上に向け

TOPIC
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川上大学評価室長 安東学部長
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■  2021年度大学評価報告書（経営部門）を 
公表しました。

　2021年度大学評価報告書（経営部門）を大学評価室ホー
ムページ（https://www.hosei.ac.jp/hyoka） に公表しま
した。

■  第10回自己点検懇談会（事務部門）を 
開催しました。

 日時  2021年12月23日（木）　12：30～14：30
 場所  リモートで実施（「Zoom」を使用）
　事務職員を対象とした第10回自己点検懇談会を開催しまし
た。今回は「事務部門における目標管理制度を利用した内部
質保証について―コロナ禍における取り組みについて―」を
テーマに設定し、小金井事務部、総合情報センター事務部、
図書館事務部より事例報告が行われました。

■  2021年度第2回自己点検委員会を開催しました。
 日時  2022年1月20日（木）　15：00～15：30
　学部長・研究科長等、各部局により構成される自己点検委
員会を開催しました。2021年度の自己点検・評価活動の総括、
次年度に向けた課題、2022年度自己点検・評価活動の概要
説明があり、方向性が承認されました。

■  第28回大学評価室セミナーを開催しました。
 日時  2022年1月20日（木）　15：30～17：00
 場所  リモートで実施（「Zoom」を使用）
　第28回となる大学評価室セミナーを開催しました。今回は
工藤潤氏（公益財団法人大学基準協会　事務局長）をお招き
し、「ポストコロナ禍での認証評価の重要性および第4期認証
評価の方向性について」をテーマに、認証評価における新型
コロナウイルスへの対応や、効果的オンライン教育のあり方
と評価基準・視点のほか第4期認証評価の改革の方向性につ
いてご講演いただきました。

活 動 報 告

た各学部での組織的な取り組みが重要であることは言うまでもあり
ません。そのためには、文学部において独自に策定された「学修成
果を把握（測定）する方法」の骨子である「初年次教育、基礎・専
門教育段階、ゼミ教育段階、卒業時」での検証と学修成果・学位授
与方針とを関連付けながら、学部として方向性やビジョンを、教員
のみならず学生に対しても説明することも必要です。
　アフターコロナを見据えた今後の文学部のビジョンを踏まえ、学
部の質保証委員会等を含めた活動をご紹介いただけますでしょうか。
安東：他学部と同様に学部全体としていろいろな自己評価をし、見
直しをして取り組みをするというのはありますが、先にも述べまし
た通り文学部は6学科の独立した教育組織の集合体のような側面も
あり、そうすると他の学科でどんなことをしているかというのが
ちょっと見えにくい。学部教授会では個別事情の詳細までは扱えま
せんし、具体的なところは学科の中の会議で話し合いをすることも
多いわけです。そのため、各学科からの委員で構成される、学部の
質保証委員会での情報交換が有意義となります。
　1つ例を挙げます。今年度、大学全体で行った卒業生アンケートと
入学前アンケートの文学部生に関する部分についての詳しいデータ
を、大学評価室から学部執行部に提供していただきました。すると
同じ文学部でも学科により回答にかなり違いがある項目も少なくない
ことがわかりました。そこでそのデータを学部の質保証委員会で共
有し、一旦各学科に持ち帰って検討してもらったところ様々な議論
が交わされ、それらを再び委員会に持ち寄って、学科ごとの分析に
ついて情報交換をしました。つまり、必要な情報が得られる場であ
ると同時に、学科での検討結果を比較・集約する場にもなっています。
川上：学部の質保証委員会の委員は文学部の場合、どのような方が

各学科から選出されているのでしょうか。
安東：より新鮮な意見を取り入れるために着任したばかりの人がな
ることもありますが、やはりいろいろと経験された教員が選ばれる
という例が多いです。また、質保証委員会のとりまとめとしては原
則として前年度もしくは前々年度に教授会主任か副主任をされた執
行部経験者が委員長を務めています。

＜今後の取り組みについて＞
川上：ありがとうございます。最後のところで今後の大学全体およ
び学生・職員・教員に向けた文学部としての熱いメッセージとそれ
から今後の教育について力を注いでいきたいことを伺ってもよろし
いでしょうか。
安東：今年度、カリキュラム改革の検討を始めました。いわゆる教
養科目と専門科目との連携強化を目指しています。通常の科目改変
は教養・専門それぞれの枠内で設計されることが多いのですが、今
回はその枠にこだわらず、自由な発想で見直します。30年目の大
綱化とも言えるでしょう。すべてが一度にできるわけではありませ
んが、このような取り組みを続ければ必ず学生のためになると思っ
ています。これは学部の中だけでできるものではなく、ILACを要
にして市ヶ谷各学部のご協力をお願いすることになります。大学全
体からもご理解とご支援をいただければ幸いです。
川上：今後、融合連携のところはやはり重要なポイントの1つだと
思います。是非、「自己点検評価シート」において、文学部での新
しい取り組みを紹介いただくことにより、他の学部にとっても大変
参考になると思いますので、よろしくお願いいたします。


